
（事務連絡）                         令和８年２月２７日 

京都市保健福祉局 

障害保健福祉推進室 

 

令和８年４月１日付けの加算等の届出等の取扱いについて 

 

１ 令和８年４月１日付けの加算等（給付費に関する届出）について 

⑴ 届出の取扱い 

 ア 令和７年度の実績に基づく加算等 

    令和７年度（令和７年４月から令和８年３月まで）の実績に基づいて、令和８年

４月１日から加算や基本報酬区分を変更する届出（対象となる加算等は別紙１参照）

については、令和８年４月１日から加算等の体制の整備が適切になされている場合

であって、本市の定める期限【令和８年４月１５日（水）当日消印有効】までに届

出が受理された場合には、令和８年４月１日に遡って加算等を算定する取扱いとし

ます（令和８年度の様式等は改めてお知らせします）。 

  イ 上記ア以外の加算等 

    上記ア以外の加算について、令和８年４月１日から算定する場合は、通常どおり

【令和８年３月１５日（日）当日消印有効】までに提出する必要がありますので、

令和７年度の様式で作成してください（下記「⑶ 提出書類」参照）。 

 

   なお、届出に当たっては、厚生労働省からの通知やＱ＆Ａ等を十分にご確認いただ

いたうえで、ご対応お願いいたします。 

  ※ 福祉・介護職員等処遇改善加算については、国の事務連絡に基づき、計画書等の

提出期限を【令和８年４月１５日（水）当日消印有効】とする予定です。国から様

式等が示され次第、提出書類及び方法等について、別途ホームページにてお知らせ

します。 

  ※ 令和８年度に制度変更や届出方法が変更になる場合等も、改めてお知らせします。 

 

⑵ 届出の要否 

  算定している加算等の要件を満たしているかどうか自己点検を行っていただき、以

下のとおり対応してください。 

なお、届出の要否にかかわらず、点検の際に作成した書類については、必ず保存し

ておいてください。 

新たに加算を算定する場合 

届出が 

必要 

加算の区分を変更する場合 

加算を算定しなくなる場合 

基本報酬の区分を変更する場合 

※ 就労継続支援Ａ型については、国の規定に基づき、区分に変更

がない場合もスコア表を提出してください。 

加算等の区分を変更せず、継続して算定する場合 
届出は 

不要 

   

 

⑶ 提出書類 

  ア 令和７年度の実績に基づく加算等 

    令和８年度の様式等は改めてお知らせします。 

 

  イ 上記ア以外の加算等 

    令和８年４月１日から算定する場合は、令和７年度の様式で作成してください

（令和８年５月以降に算定する場合は、令和８年度の様式を使用してください）。 



  ・ 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（第５号様式） 

  ・ 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧（別紙１） 

  ・ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙２） 

  ・ その他添付書類（「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」を参照

し、必要な別紙様式等を添付してください。） 

 

   ＜京都市情報館ＵＲＬ＞ 

   【令和 7年度】給付費等に係る届出（加算等の届出、利用日数の特例の届出等）に

ついて（ページ番号 217497） 

   https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000217497.html 

 

⑷ 提出方法及び提出先 

郵送にて受け付けます。 

※ 収受印を押した控えが必要な場合は、書類のコピー及び返信用切手付きの返信用

封筒を同封してください。なお、その他の方法（電話等）による受付確認は行って

おりません。 

＜提出先＞ 

   〒６０４－８５７１ 

   京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

   京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当宛 

 

２ 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について 

  一人の利用者が一月に利用できる日数（支給量）は、原則として各月の日数から８日

を控除した日数（原則の日数）が上限とされていますが、日中活動サービスの事業運営

上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該施設が特定する３

箇月以上１年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内で

あれば、京都市長に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用する

ことができるとされています。 

  利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等（※）については、以下のとおり届出

を行ってください。届出は毎年度必要です。 

 ※ 日中活動サービスを実施している事業所（生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓

練）、就労移行支援、就労継続支援） 

 

 ⑴ 提出書類 

・ 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書（届出様式

２） 

・ 年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料（任意様式） 

 

＜京都市情報館ＵＲＬ＞ 

   【令和 7年度】給付費等に係る届出（加算等の届出、利用日数の特例の届出等）に

ついて（ページ番号 217497） 

   https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000217497.html 

  

⑵ 提出期限 

  適用を受けようとする開始月の前月１５日まで 

  ※ 令和８年４月１日から適用する場合は、【令和８年３月１５日（日）当日消印

有効】までに提出が必要 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000217497.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000217497.html


⑶ 提出方法及び提出先 

郵送にて受け付けます。 

※ 収受印を押した控えが必要な場合は、書類のコピー及び返信用切手付きの返信用

封筒を同封してください。なお、その他の方法（電話等）による受付確認は行って

おりません。 

＜提出先＞ 

   〒６０４－８５７１ 

   京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

   京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当宛 

 

３ 変更届について 

加算等の変更以外の指定内容に係る変更届の提出については、以下のとおり取り扱い

ます。 

⑴  提出期限 

令和７年度中に運営規程の軽微な変更（従業

者の職種、員数及び職務の内容についての変

更）があった場合（※１） 

【基準日：令和８年４月１日現在】 

令和８年４月１０日（金） 

その他の指定内容の変更 

（事前相談（※２）を要しないもの） 

変更があった日から１０日以

内 

 

   ※１ 従業者の員数については、運営規程の記載が「〇〇人」ではなく「〇〇人以

上」となっている場合、従業者の員数に変更があっても、運営規程の人員を満

たし、かつ、人員基準を満たしていれば、変更届の提出は不要です。 

   ※２ 事前相談を要する変更（事業所の移転、定員の増減など）については、変更

予定日の１箇月前までに変更届の提出が必要となりますので、それよりも前に

充分な時間的余裕を持って事前相談をお願いします。 

      なお、面積要件のある事業（生活介護、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生

活援助、障害者支援施設）の事業所の移転、従たる事業所の設置及び利用定員

の変更を行う場合は、変更日の３箇月前までに事前相談が必要です。 

    

   ＜京都市情報館ＵＲＬ＞ 

   【変更届】障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、相談支援事業者等の指定に

係る変更届について（ページ番号 170523） 

    https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000170523.html 

   

⑵ 提出方法 

郵送にて提出してください（当日消印有効）。 

※ 収受印を押した控えが必要な場合は、書類のコピー及び返信用切手付きの返信

用封筒を同封してください。なお、その他の方法（電話等）による受付確認は行

っておりません。 

 

４ 参考：京都市ホームページ（京都市情報館）について 

  届出様式や各種通知等については、以下のホームページ（京都市情報館）に掲載して

います。 

 

 ＜障害福祉サービス・地域生活支援事業者の指定等に関する届出＞ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000170523.html


京都市情報館トップページ ⇒ 健康・教育・福祉 ⇒ 障害者福祉 ⇒ 

障害福祉サービス等事業者向けの情報 ⇒ 障害福祉サービス・地域生活支

援事業者の指定等に関する届出 

https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/44-8-3-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/44-8-3-0-0-0-0-0-0-0.html


（別紙１）
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1 基本報酬 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 人員配置体制加算 ○ ○ ○

3 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅰ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 夜間支援等体制加算 ○ ○

6 通勤者生活支援加算 ○

7 夜勤職員配置体制加算 ○

8 夜間看護体制加算 ○

9 看護職員配置加算 ○

10 地域移行支援体制強化加算及び通勤者生活支援加算 ○

11 就労移行支援体制加算 ○ ○ ○ ○ ○

12 移行準備支援体制加算 ○ ○

13 重度者支援体制加算 ○ ○

14 目標工賃達成加算 ○

15 就労定着実績体制加算 ○

16 高次脳機能障害者支援体制加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 地域移行支援体制加算 ○

前年度の実績に基づく加算等一覧
障害福祉サービス等
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